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提案理由 

 

この案を提出するのは、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づ

き執行機関の附属機関として北名古屋市就学指導委員会を設置するため、

本条例を定める必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北名古屋市就学指導委員会条例 

 

（設置） 

第１条 北名古屋市に在住する児童、生徒及び就学予定者に対し教育的措

置について適切な就学指導をするため、北名古屋市就学指導委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 就学時健康診断の事後措置に関すること。 

⑵ 心身に障害を有する児童、生徒及び就学予定者に対する就学指導及

び助言に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、特別支援教育について必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）が委嘱する。 

⑴ 医師 

⑵ 校長代表 

⑶ 学識経験を有する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠け

た場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、当該職を離れたときは、委員の資格を失う。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、第３条第２項第２号に掲げる校長のうちから委員の互選に

よりこれを定める。 

３ 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務



を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

（専門部会） 

第７条 適切な就学指導の検討を行うため、委員会の下部組織として、専

門部会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会は、学校及び保育園の代表をもって組織する。 

３ 部会員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠け

た場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。 

５ 部会長は部会を代表し、会務を総理する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたとき

は、その職務を代理する。 

７ 部会は、委員長が招集する。 

（関係者の出席） 

第８条 委員会及び部会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、説

明又は意見を聴くことができる。 

（秘密保持） 

第９条 委員及び部会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

（雑則） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教

育委員会が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 


